
 

 

    
高山村教育委員会 
 高山村育支援センター（適応指導教室） 

「つぼみ」 
 

 

□開設          平成３１年４月１日 

□代表者職氏名  高山村教育委員会 

 教育長職務代理者 飯塚 岩夫 

□所在地        〒377-0702  吾妻郡高山村大字中山 3410 番地 

□電話／ＦＡＸ TEL 0279-63-3046 

        FAX 0279-63-3750 

 

 

１ 運営の目的                             （３）日時程 
  学校不適応児童生徒に対して、集団生活へ 
の適応を促し、学校生活への復帰を援助する 
ために設置する。 
 

                                           
２ 令和８年度職員の構成・分担             
   

  時 間 主な活動内容 

適宜 

(学校の校

時に準ず

るが、個

々の状況

に応じて

設定) 

個々の特性により個別に 

対応 

 

 

 

 

 

 

      職 員    業務内容     
    
    
    
    
    

 課長    １ 総括 

 補佐    １  連絡調整 
 指導員  １ 指導全般 

教育相談 

 
 ３ 入室対象者及び令和７年度受け入れ状況   （４）主な行事予定 （令和８年度） 
（１） 入室対象者 
入室対象児童等は、集団生活への不適

応状態にある児童等で、本人及び保護者

が学校生活への復帰を目指して入室を希

望し、かつ、在籍する学校の校長が入室

を承認し、高山村教育委員会教育長が入

室を認めた児童等とする。 

 

 （２） 受け入れ状況（令和７年度）              
  小学生 １名 中学生 １名 計２名     
 

４ 令和８年度の開設状況（予定を含む）  
 （１） 開設日時                              
   学校の休業日を除く月曜日～金曜日 
  ９：００ ～ １５：３０   
         
 （２） 開設期間 

     ４月１日から翌３月３１日 
    
   

４月 
 

 開始式 
 

５月 

 

  
 

６月 

 

  
 

７月 

 

  
 

８月 

 

 



 

   １学期 ４月 ７日～ ７月１７日 
   ２学期 ８月２６日～１２月２４日 

   ３学期 １月１２日～ ３月２６日 

             （中３：３月１３日、小６：３月２４日） 

 

 
９月 

 

  

 

    ６ 学校、家庭及び関係機関との連携 
    （１） 学校との連携 
○指導員が出向いての在籍校での年３回

のケース会議 

○学級担任等の「つぼみ」への参観 
○「つぼみ」からの月１度の報告書 

      
    （２） 家庭との連携                     
○保護者面談、家庭訪問等を通しての 
教育相談 

                                          
     （３） 関係機関との連携         
○医療機関、児童福祉・社会福祉機関、

スクールカウンセラー、特別支援コー

ディネーター、生徒指導担当等と連携

し、指導にあたる。 

 

   ７ 特色ある活動                       
検討中 

 
１０月 

 
 
 

 
１１月 

 

 

 
１２月 

 
 
 

 

１月 

 

  
 

 

２月 

 

 

  

 

 

３月 

 

 

  

 

 
５  入室・退室の進め方                    
 （１） 入室の手続                           
相談受付 

     ↓                                            
①相談 

・教育支援センター「つぼみ」を見学 

     ↓                                      
②入室願 

・保護者は、在学校の校長に高山教育支援 
センター「つぼみ」入室願を提出する 

    ↓                                     
③入室申請書 

・在学校の校長は、入室申請書に入室願の

写し及び個人調査票を添えて教育長に提

出する 
     ↓                                     
④入室審査会 
・受入れについて協議 

     ↓                                     
⑤入室決定 

・教育長は、入室の承認を在学校の校長に通知する 

     ↓                                     



 

     ↓                                      

⑦入室承諾 

・校長は、保護者に入室の承諾を通知する 

                                               
（２） 退室の手続                               
  ・退室については、本人の状況及び意思に  応じ、随時とする。 
 
 


